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第１章 派遣前訓練について 

1-1 はじめに                                  

1-1-1 JICA ボランティア事業の理念と目的 

1965 年の閣議決定以来、「参加者ひとり一人が高い志と世界に貢献する気概を持ち、

現地の人々と共にある中で信頼を育み、活動を通じて日本と世界を理解する」を基本

理念1に、次の 3 つの目的を大きく変えることなく実施されてきており、これまで 5 

万人以上の国民が海外協力隊員として活動を遂行しています。  

（１）開発途上国の経済・社会の発展、復興への寄与 

（２）異文化社会における相互理解の深化と共生 

（３）ボランティア経験の社会還元 

 

1-1-2 訓練の目的 

JICA は海外協力隊員として必要な資質と素養を備えた者を選考し、これら海 

外協力隊員候補者（以下、候補者）を対象として、現地での活動に必要な以下の 

能力・適性を養うことを目的として派遣前訓練を実施します。 

 

項目 求められる資質・能力・適性 

①海外協力隊の理念 ア）海外協力隊としての意欲・態度 

イ）公人意識 

ウ）国際協力事業理解 

②海外協力隊の実践力 ア）専門性・スキル 

イ）活動管理能力 

ウ）派遣国理解 

③海外協力隊の基礎力 ア）異文化理解力 

イ）多様性適応力 

ウ）健康管理能力 

エ）安全管理能力 

④コミュニケーション能力 ア）語学力 

イ）理解力・傾聴力・共感力 

ウ）発信力 

                                            
1 本理念のもと、派遣される協力隊員の心得として、2018 年に「青年海外協力隊員新五箇条」を次の通り定め

た。「①共に暮らして心を通わせ、②異文化において日本の姿を知り、③実践の中で世界を理解する。④そして

未来に続く高い志をもって、⑤あまねく人々と平和の道を歩む。」 
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1-1-3 訓練の方法 

 前述の目的を達成するため、集合訓練による集中的、効率的な訓練を実施します。 

合宿制訓練の実施により以下の訓練効果が期待されます。 

① 資質・能力の向上に適した訓練環境の提供 

② 短期間の効率的なプログラムの実施  

③ 候補者同士の相互研鑽 

④ 同一時期に派遣される協力隊の一体性の醸成 

⑤ 人的ネットワークの構築 

なお、2022 年度の訓練は、新型コロナウイルス対策を施した上で実施します。詳

しくは別途送付している「新型コロナウイルス感染症対策における留意事項」を確認

してください。 

 

1-1-4 訓練の構成 

派遣前訓練は以下の 6 つのコースから構成されます。各コースの概要・目的は以下

のとおりです。この目的を達成するために、それぞれのコースの下に「単元」、そし

て、その下に必要な「講座」を設けています。詳細は訓練資料「第 3 章 講座・語学

関連」に記載しています。 

コース 概要・目的 

A 語学 任地で活動するために必要となる言語に関し、自分の考え

を伝え、相手の発言を理解するといった、基礎的知識と実

践力を身に付ける。 

B JICA 海外協力

隊の基礎 

国際協力に関する基礎知識を得ると共に、海外協力隊とし

て必要な態度や心構えについて理解を深める。また、海外

協力隊経験の活かし方について検討を行う。 

C 活動手法 目標設定や進捗管理等の基礎的知識や、コミュニケーショ

ンスキル、現地の状況に応じて専門知識・技術を活用する

方法等を学ぶ。また新型コロナウイルス感染の状況が許せ

ば協力活動の実践等を取り入れ、学びを更に深めていく。 

D 社会的多様性

理解・活用 

自分の考えに拘らず、異なる社会・文化を理解・尊重し、

また相手にも自国の社会・文化を伝え、異文化社会の中で

生活・活動を適切に行っていこうとする姿勢を身につける。 

E 健康管理・安全

管理 

健康管理や安全管理に関する知識を身に付け、日本と異な

る環境の中で、心身の健康や安全に配慮して活動・生活し

ようとする意識を持つ。 
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コース 概要・目的 

F 各種オリエン

テーション 

訓練の概要や規則、派遣に際しての必要な手続きを理解す

る。また、赴任前に行う各種行事等について理解し、赴任

準備を整える。 

 

1-1-5 訓練修了評価 

JICA ボランティア事業の理念に則り、派遣国における協力隊活動の実施可否の観

点から、協力隊に求められる能力について評価を行います。 

評価は、訓練中の能力向上の度合い、必要な知識の習得状況等について、語学、JICA

海外協力隊適性の各項目により評価します。具体的には語学、協力隊適性、講座テス

トについて、所定のレベルに到達した者を訓練修了とします。 

 

（１）評価項目及び修了基準 

① 語学 

最終試験等により、reading、writing、listening、speaking の 4技能を評価しま

す。さらに授業態度、語学自習への取り組み方や、自己学習方法・姿勢の確立等

を含め、各候補者が目標に向かっていかに努力したかを加味し、総合的に評価し

ます。  

修了基準は、原則としてレベル 7（JICA 海外協力隊として派遣するのに必要な

基礎力を備えたレベル）以上とします。※資料 3「語学能力自己評価表」（P.75）

参照 

② JICA 海外協力隊適性 

ア） 海外協力隊の理念 

イ） 海外協力隊の実践力 

ウ） 海外協力隊の基礎力 

エ） コミュニケーション能力 

③ 講座テスト 

ア） JICA ボランティア事業概論 

イ） 安全管理 

ウ） 健康管理 
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第 2 章 生活について 
 

2-1 訓練規則                                    

 派遣国での生活・活動に必要な行動規範および JICA 海外協力隊として相応しいマ

ナーと品位等の向上、並びに訓練の効果的運営を図るため、以下のとおり訓練規則を

定めます。なお、以下の規則が守られない場合は、退所を含む措置をとることがあり

ます。 

（１）円滑な訓練を妨げる行為及び共同生活の秩序を乱す行為の禁止 

（２）独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドラインに抵触する行為

の禁止 

（３）所内への酒類の持ち込み及び所内での飲酒の禁止 

（４）無断外出・外泊及び無断課業欠席の禁止 

（５）帰所門限時間厳守 

（６）合意書に定めている禁止行為 

 

2-2 緊急時の対応                    

 緊急時には以下の通り、すべてのスタッフ、候補者が安全管理・避難誘導等に対応

します。避難経路図（P.9）を各自よく確認しておいてください。 

 

2-2-1 緊急時連絡先 

 緊急時には内線等を用いて以下の場所へ速やかに連絡してください。 

緊急時連絡先 

施設内 
スタッフルーム（内線 140） 

上記不在時は 受付（内線 600） 

外出時 代表電話番号 0265-82-6151 
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2-2-2 火災・地震発生時 

 火災等を発見した場合は、速やかに上記「緊急時連絡先」に通報してくださ

い。消防署等への通報はスタッフが行います。 

 非常ベル鳴動の際は、放送の指示をよく聞き、迅速に行動してください。 

 避難場所に集合次第、班長は班員の人員確認を行い、スタッフに報告してく

ださい。 

 地震の場合、特に指示がある場合を除き、訓練所内の安全な場所で待機して

ください。 

 

2-2-3 急病人発生時 

症状・容態を迅速に把握して、上記「緊急時連絡先」に伝え、対応を依頼してくだ

さい。消防署等への通報はスタッフが行います。 

（１）意識の有無 

（２）疾病の部位・程度 

（３）動かせる状態、若しくは自分で動ける状態か 

 

2-2-4 救急用具設置場所 

 担架、AED、車いすが次表の場所に設置されています。 

用具 設置場所 

担架 1 階ロビー／体育館／1 号館 1 階北側階段／2 号館ロビー／講堂入口 

AED 1 階ロビー／体育館前／1 号館 1A 談話室前／2 号館 4B 談話室前 

車いす 受付 
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2-2-5 避難場所（避難経路） 

 

 

2-3 入所時の確認事項                  

2-3-1 氏名や本籍地の変更について 

JICA 海外協力隊応募後、名字及び本籍地の変更、婚姻関係等に変更が生じて未だ

JICA に報告していない候補者は派遣手続きに支障が生じる可能性があるため速やか

にスタッフに報告してください。 

 また、以下の点についても確認し、必要があれば至急対応してください。 

 一般旅券（所持している場合）に記載の氏名、本籍地が現在の戸籍と一致して

いるか 

食堂

2号館

体育館 森のステージ

テニスコート

裏山

中庭

1号館

浴室

講堂

研修棟

標準的な避難経路
（火災発生等で進路不可能な場合は、適宜進路を考え集合場所に集合）

通路

夜間避難場所
（グラウンド）宿泊棟2号館

昼間避難場所
（駐車場）
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 届け出ている銀行口座の名義人が戸籍上の氏名と一致しているか 

 その他、派遣に必要な証明書、免許証等の名義が戸籍と一致しているか 

 

2-4 共同生活要領                    

 訓練所では、派遣国での生活・活動を見据え、共同生活を通して訓練期間中に習慣

化すべきことを定めています。派遣中の身の安全を確保し、かつ公人として相応しい

振る舞いを身につけるべく、訓練に臨んでください。 

 

2-4-1 安全管理等に関する重点事項  

 

重点項目 任国での生活・活動に必要な内容 

ID の常時携行 身分証明書（ID）、エマージェンシーカード等の常時携行 

居室の施錠 住居防犯 

所在の報告 安否確認 

私物の管理 共有スペースの使い方、旅券や貴重品の管理 

時間厳守 任国においては、時間と心に余裕をもった行動が各々の安

全対策につながる 

挨拶の励行 良好な人間関係を築くことは、充実した活動を展開する上

でも、また、安全管理面においても大変重要 

 

JICA では関係者の安全を最優先事項とし、日々安全情報の収集に当たるなど組織

を挙げた取り組みをしています。しかし個々の候補者の皆さんが自己防衛（セルフ・

ディフェンス）を心がけ、安全対策上のルールを守って生活しなければ、組織として

の対策も無意味です。 

 訓練においては、赴任に向けて安全対策の意識を高めるだけでなく、行動を習慣化

させることを重視します。特に次の 6 項目を確実に身につけてください。 
 

（１）ID の常時携行（→身分証明書（ID）、エマージェンシーカード等の携行） 

活動する任国では外国人として身分証明書の常時携行を求められます。さらに事故

や事件に巻き込まれた際には、緊急連絡先が記載された ID やエマージェンシーカー

ドの有無が生死を分けることも有り得ます。訓練所では ID カードを常時携行するこ

とを習慣化し任国での安全管理に対応できる能力を修得します。 

なお、訓練所内では館内の安全管理のために全ての入館者（職員、講師も含む）は

ID カードを着用します。候補者であることを他者が認識できるよう ID カードを常時
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見やすい位置に着用するようにしてください。 
 

（２）居室の施錠（→住居防犯） 

確実な施錠は住居防犯の基本です。強盗、居空き等（在宅中の忍び込み・窃盗）

への対策として、留守中だけでなく在宅中も施錠を確実に行ってください。また、

外から室内の貴重品が見えることで犯罪を誘発する可能性もあります。訓練所に

おいても、安全管理を習慣化するため、居室を離れる際は、部屋のカーテンを閉

じ、窓及びドアの施錠してください。在室中も忘れずにドアの施錠をし、訪問者

に対しては、必ず確認してから開扉してください。なお、他候補者の居室への立

ち入りは安全管理上、禁止しています。 
 

（３）所在の報告（→安否確認） 

緊急時の迅速な初動のため、各国の事務所・支所では関係者の所在を常時把握

するようにしています。JICA 海外協力隊についても、任地を離れる際には訪問地、

移動手段、日程等の届出が求められます。訓練所においても、外出・帰所の際には

玄関の「外出確認ボード」を更新し、途中で変更が生じた場合は速やかに連絡し

てください。また、外出先、出発・帰所時間を周囲の候補者（班員、クラスメイト

等）と共有するように努めてください。 

 

（４）私物の管理（→共有スペースの使い方） 

任国では事務所や隊員連絡所など隊員が使用できる施設があり、それぞれに使

用ルールがあります。訓練所においては、共同生活の秩序を維持する観点からも、

共用スペースに私物を放置しないよう心掛けてください。共用スペースに放置し

た私物は盗難や紛失リスクがあるだけでなく、他の利用者の迷惑にもなります。 

 

（５）時間厳守（5 分前集合） 

任国においては、時間と心に余裕をもって行動する事が各々の安全対策につな

がります。限られた訓練期間を有効に活用するためにも、自身の予定を把握し、

計画的に行動してください。 
 

（６）挨拶の励行 

挨拶はコミュニケーションの基本です。良好な人間関係を築くことは、充実し

た活動を展開する上でも、また、安全管理面においても大変重要な要素です。自

ら進んで行ってください。 

 

上記６項目が習慣化されているかどうかを、随時スタッフが確認します。 
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2-4-2 日課 

 訓練は定められた日課に従って進みます。以下の概要と「日程表」（P.85）、「日課表」

（P.87~88）を併せて確認してください。 

 

（１）朝の会について 

  課業開始にあたる人員確認と連絡事項周知を目的に、原則として土・日曜日以外

の毎朝実施します。実施方法については別途説明します。 

【日時】月曜～金曜の毎朝 8：15 から（約 10 分間） 

【内容】 

 人員確認（欠席者の有無の確認）  

 一日のスケジュール確認 

 連絡事項の周知等 

 

（２）講座・オリエンテーション等 

第 3 章「講座・語学関連」を参照してください。 

 講座等の受講が対象でない場合や、講座実施の日時が振替になった場合、原則とし

てその時限は「語学自習」になります。 

 

（３）語学授業 

第 4 章資料集 資料 2 の「A.語学」（P.49）を参照してください。 

 

（４）語学自習 

 第 4 章資料集 資料 2 の「A.語学」（P.50）を参照してください。 

 

2-4-3 公人としての振る舞い 

 国の事業である JICA ボランティア事業を通じ、隊員として派遣される皆さんは私

人ではなく「公人」となります。「公人」の意味合いや求められる具体的な立ち振る舞

いはその時代や世情によって変化しますが、日本を代表して派遣されることを改めて

自覚し、日本国民だけでなく受入国の皆さんからもその振る舞いを期待されることを

ご理解ください。また、訓練期間中においては、駒ヶ根市の皆さんからも、日本の代

表としての振る舞いを期待されています。訓練所内外において、自身の振る舞いを自

問自省し、派遣国ではその行動が当たり前となるようにしてください。 

 なお、訓練所においては、「公人」としての意識と行動を習慣化するため、服装や行

動について以下のように規範を定めています。 
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（１）服装 

 服装はそれぞれの社会における文化、習慣の一部です。自らの置かれた立場を客観

的にとらえ、TPO に応じた服装と身だしなみを心がけてください。 

 また、公人として奇抜な服装、髪型、装飾品等は控えると共に、JICA 海外協力隊と

して、清潔感、統一感を大切にしてください。 

 

① 公式行事用 

   入所式、修了式等の式典、その他指示がある場合に着用してください。訓練修

了後の地方自治体表敬、赴任後の政府表敬や大使館表敬での服装もこれに準じま

す。 

 

【具体的な基準】 

男女 

共通 

 装飾等のない、シンプルかつフォーマルな服装とする 

 ID はクリップで胸に留める（ストラップ不可） 

 ワイシャツ及びシャツの下は透けない色（白又は肌色）の下着を着用（絵柄

や文字のあるものは不可） 

 軟骨ピアスや鼻ピアス、アンクレットは不可 

 頭髪の過度な染色は不可 

 髪の毛は（男性は髭も）整える 

男性 

 スーツ上下 

黒、濃紺、ダークグレーいずれか単色 

織り柄は無地が望ましい 

ストライプの場合は同系色の目立たないもの 

 ワイシャツ（白無地とし、ストライプ、色つきボ

タン、襟及び裏地等に色柄があるものは不可） 

 ネクタイ（派手な柄は避ける） 

 靴下（黒、くるぶしが隠れるもの） 

 革靴（黒、紐がついたもの） 

 ベルト（黒） 
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女性 

 スーツ上下 

ジャケットは襟がついているもの 

膝丈のスカート又はスラックス（黒、濃紺、ダー

クグレーいずれか単色。ストライプの場合は同系

色の目立たないもの、織り柄は無地が望ましい） 

 シャツ（白無地。襟付き、裾は中に入れる。スト

ライプ、フリルなど襟元に装飾があるもの及びス

カーフの着用は不可） 

 ストッキング（ベージュ。スラックスでもストッ

キングは着用） 

 革靴（黒のローファー、ローヒールパンプス等。

エナメル、スエードは不可。つま先と踵が隠れる

もの。ピンヒール、装飾のあるものは不可） 

 ベルトをする場合は、黒で余分な装飾のないもの 

 華美な宝飾品は不可 

 派手な色のマニキュアは不可 

 

 

② 国旗掲揚用 

国旗に対して敬意を示す意味で、肌の露出を控えるなど服装のマナーに十分留

意してください。実施方法は別途説明します。 

 

男女 

 国旗掲揚時は半袖／長袖と長ズボン（足首が隠れるもの）を着用する 

 ノースリーブ、スパッツ、短パンは不可 

 サンダル、クロックスは不可 

 

③ 一般課業用 

   公人である候補者の皆さんの立場において、課業（語学授業、講座等）は「公

務」と見なされます。社会人として相応しい服装を身につけ、ジーパン、T シャ

ツ、サンダル等、ラフな格好は避けてください。  

 

男性 
 スラックス又はチノパン 

 ワイシャツ、襟付きのシャツ等（色・柄の派手ではないもの） 

女性 

 膝丈スカート、スラックス又はチノパン 

 ブラウス又はポロシャツ等（色・柄が派手でないもの） 

 ノースリーブ不可 
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④ その他 

訓練期間中も体力維持増進を図るために運動することをお勧めします。運動

時はトレーニングウェア等、運動に適した服装をして、入念な準備運動をして

ください。 

 

⑤ 課業時間帯以外 

    公人としての品位を保ち、また共同生活のマナーを守った服装を心がけてく

ださい。 

 研修棟は公共スペースです。相応しい服装を身に付けてください。サンダルや

スリッパは避けてください。 

なお、17 時以降については研修棟でのサンダルやスリッパの着用は可としま

す。ただし、17 時以降でも、課業外講座等の課業やスタッフルームへの出入

りの際は着用禁止とします。 

 露出の多い服装については、犯罪被害防止、虫刺され対策の観点から望ま

しくありませんのでご留意ください。派遣される国によっては、虫（蚊、

ダニ、ハエなど）が媒介する感染症があり、感染予防対策として皮膚を露

出しない事が推奨されます。 

 

（2）国旗・国歌 

 諸外国においては自国の国旗や国歌に対する意識は非常に高く、敬意の念をもって

厳粛に取り扱われています。 

 国際人のマナーとして国旗や国歌に関する作法を身につけるため、派遣前訓練でも

取り扱いには十分配慮してください。 

 国旗掲揚・紹介の際には姿勢、服装を正す 

 国旗は地面に触れないよう取り扱う 

 掲揚の際は半旗にならないよう注意する 

 

2-4-4 その他  

 

（１）広報活動などへの協力 

 JICA の広報活動のために、候補者に協力（インタビューや寄稿等）を依頼すること

があります。 

 訓練中に記録のために写真を撮影し、広報用（パンフレット、機関誌等）に転用す

る場合もあります。写真使用に関して支障のある方は、事前にスタッフへ相談してく

ださい。 
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（２）事故防止 

 訓練中の負傷は派遣延期・派遣中止になる可能性があります。任国においてはもち

ろんのこと、訓練中も事故リスクの回避に努めてください。 

 外出時は交通ルールを遵守してください。 

 必要に応じて「クマ鈴」（全体日直室に設置）を携行してください。 

 夜間の外出の際は、必要に応じて反射タスキ（各居室に設置）と懐中電灯（各

自で準備）を使用してください。 

 

（３）危険を伴うスポーツ等 

怪我をする可能性が高いスポーツ等は、派遣延期及び中止につながるため、訓練中

に行うことに細心の注意を払うようにしてください。また、車やバイク等の運転は不

可とします。 

 

（４）課業中の写真・動画撮影 

 課業に専念するため、課業中の写真撮影、動画撮影等は別途指示のない限り禁止し

ます。課業には語学授業、班別ミーティングも含まれます。 

 

（５）JICA 環境方針 

 JICA は国際協力に取り組む組織の社会的責任として、また、開発途上国の人々の

生活の安全保障につながるものとして、環境保全、環境配慮に取り組んでいます。 

資料 1「JICA 環境方針」（P.48 参照）の主旨に従うとともに、各居室等に掲示してい

る「JICA エコオフィスプラン」にも積極的に取り組んでください。 

 

2-4-5 課業欠席 

 派遣前訓練においては、すべての課業に出席することが原則です。各自健康管理と

事故防止に努め、欠席のないようにしてください。但し、コロナ禍における訓練では

少しでも体調が悪い場合、躊躇せず診療室に報告し、指示に従ってください。また、

万一の負傷等の際は、適切な治療や休養で早期回復を図ることも重要です。 

 

2-4-6 外出・外泊等 

 ①集団生活の規律維持、②訓練所施設の安全管理、及び ③各任国における行動制

限（安全対策）への順応 の 3 点を目的とし、また、新型コロナウイルス感染症予防

対策のため、訓練所においても外出・外泊等に制限を設けています。 

 

（１）宿泊棟からの出入り 

 安全管理のため、夜 23:00 から翌朝 5:30 までの間、宿泊棟出入り口を施錠します。
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その間、緊急の場合を除いて宿泊棟からの出入りはできません。 

 

（２）外出 →  詳細は「日課表」（P.87,88）で確認ください。 

■外出可能時間 

月～金曜日 5:30～8:15 11:40～13:00 17:00～18:00 

土・日曜日 5:30～18:00 

※語学自習中、外出不可 

※17:00 以降、オリエンテーション・班活動が入る時間は外出不可 

※18:00 以降のランニング、散歩、コンビニ等、近隣への外出は認めます（門

限 22:00 を厳守、外食は禁止）。 

 

外出中の会食（二人以上での食事）は禁止です。※別途送付「新型コロナウイルス感染症

対策における留意事項」参照 

 外出の際は、玄関に設置している「外出確認ボード」の「在館」マグネットを

取り外してください。 

 帰所の際には「在館」マグネットを所定の位置に貼ってください。 

 

（３）週末外泊 

 週末の外泊は新型コロナウイルス感染症予防対策のため原則として禁止とします。 

 

（４）特別外出・特別外泊・外来受診 

 原則として指定日時以外の外出、週末外泊は認めません。ただし、以下のようなや

むを得ない事情がある場合は個別に検討しますので、スタッフへ申し出てください。 

 体調不良等により病院受診が必要な場合、診療室に相談の上、指示に従って

ください。 

 その他やむを得ない事情（2 親等内の家族の弔辞等）の場合、スタッフに相談

してください。状況に応じ、特別外出あるいは特別外泊の手続きを取ります。 

  

特別外出・外泊若しく外来受診に行く場合は、必ず出発時と帰所時にスタッフルー

ム（不在時は受付）に報告してください。また、外出中は外出確認ボードに「特別外

出」もしくは「特別外泊」のマグネットを貼ってください。 
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2-5 訓練運営上の組織及び任務                     

 協力隊活動に必要な協調性を涵養するため、訓練所での共同生活においては候補者

による主体的な取り組みを推奨し、尊重しています。また、訓練所の運営を円滑にす

るため、各種の係を設置し、業務を分担しています。 

 

2-5-1 生活班の役割 

（１）目的 

 生活班は同一時期に派遣される協力隊の一体性・人的ネットワークの構築を目的と

し、生活上での意見や情報交換、取りまとめをする単位でもあります。互いの意見を

共有、尊重することで訓練の効果を高めることが期待されています。 

 

（２）班ミーティング 

日 時：毎週火曜日 17:10～17:30 

場 所：訓練所各所 

参加者：全候補者 

内 容： 

 班長会議、スタッフからの連絡事項等を班員に共有すると共に、生活上の問題点

等があれば協議して解決を図り、必要に応じて班長会議に提起するなどしてくださ

い。 

 

2-5-2 係 

（１）目的 

 訓練所の運営を円滑にするため、各班に（一部は派遣国ごと）以下の係を置いてい

ます。お互いに協力し合い、業務に当たってください。 

 都合により担当業務を実施できない場合は、必ず代理の人に行ってもらってくださ

い。 

① 班 長 生活班ごとに 1 名 

② 全体日直 各週生活班ごとに 1 名 

③ 国別リーダー 各派遣国に 1 名 

※ 必要であれば「副班長」の選出も可能 
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（２）業務内容 

 それぞれの係・委員会の業務内容は次表の通りです。 

 

【係・委員会の業務内容】 

係・委員会 人数 主な業務 内容説明 

班長 

 

 

各 1 名 

班長会議 

 原則毎週火曜日 12:20 より実施する（場所は

小講堂） 

 各班員の意見を班長間で調整し、円滑な訓練

生活を図る 

 新型コロナウイルス感染症対策委員会の委

員を兼任する 

班ミーティング 
 毎週火曜日 17:10 より班員全員で実施する 

 司会を務め、班員の意見を調整する 

人員確認 

緊急時の避難誘導 
 緊急時に班員を誘導し、人員確認を行う 

隊歌練習  隊歌の練習を実施する 

取りまとめ  スタッフからの依頼事項の取りまとめ等 

全体日直 
各週 1～2 名 

週番制 

朝の会 

日直業務 

 円滑な訓練生活を進められるよう各業務を

担当（詳細は次項以降） 

 国旗掲揚を実施する 

 毎週水曜日 12:20 より次の担当へ引継ぎ 

国別 

リーダー 
各国 1 名 国別関連調整 

 派遣国単位での講座等の調整を行う 

 国ごとの提出物等の取りまとめをする 
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（３）全体日直 

 候補者が円滑な訓練生活を進められるよう、朝の会、郵便関連、帰所・人員確認、

国旗掲揚等の業務を分担して実施します。 

なお、国旗掲揚実施方法については別途お伝えします。 

 

【主な業務の流れ】  

業務 曜日 時間 内容 

朝の会 月～金 

8：00 
朝の会準備 

（スタッフからの連絡事項確認、機材設置等） 

8：05 朝の放送（日付、朝の会開催場所） 

～8：15 班長より人員報告を受ける 

8：15 朝の会の司会進行 

8：25 片付け 

国旗 

掲揚・降納 
月～金 

8：15 朝の会で国旗掲揚 

17：00 課業終了後に国旗を降納し、全体日直室で保管 

郵便配布 月～金 17：00 受付で郵便物を受け取り、班別郵便受けへ配布 

人員確認 毎日 22：00 外出確認ボードを確認し、受付に人員報告 

 

2-5-3 自主ルール作り 

 訓練所では目的に応じて各種規則やルールを定めていますが、必ずしも必要でない

ものに関してはそれを定めていません。一方で、様々な背景を持つ候補者による共同

生活では、考え方や習慣の違いから生活上の問題が生じることもあるでしょう。その

際は互いの違いを認識し、共に過ごしやすい方法を協力して見つけるため、班ミーテ

ィングや班長会議等の場を活用し、解決してください。 

 候補者間の自主的なルールについては、訓練の目的・効果を損なわず、また訓練所

の施設運営に支障がない範囲において尊重します。 
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2-6 施設利用                          

 

2-6-1 スタッフルームの対応時間 

スタッフルームの対応時間は、月～金 7:00～19：00 です。原則土曜日及び日曜日はス

タッフは常駐していません。時間外の緊急対応は受付にて行います。コロナ対策として、ス

タッフルームへの出入りは極力控え（メール等を活用）、入室する際は密を避けるため代表

者のみとしてください。 

 

（１）諸連絡について 

 スタッフ・事務局からの様々な連絡事項等は、基本的にLMSコミュニティ内（P.27）

のトピックやメールでお伝えします。所内には、複数の掲示板（ホワイトボード）が

設置されていますが、新型コロナウイルス感染症予防対策として原則として使用を禁

止します。 

 

（２）提出物について 

 各種提出物・届出等は以下のアドレスまで提出をお願いします。 

 

提出先アドレス： jicakjv-kouza-v@jica.go.jp 

 

各書式は LMS コミュニティ内に格納してありますので、各自データを取得し使用し

てください。紙媒体での提出物は別途指示がある場合を除き、黒のペン（消えるボー

ルペン不可）で記入してください。 

 また、経理書類（経費等の精算に使用する書類）においては、修正液等は使用でき

ません。訂正が必要な場合は訂正印を用いてください。 

 

2-6-2 施設全般の注意事項・火気使用 

 

（１）全般的な注意事項 

 訓練所全体が公共・共有の施設であることも踏まえ、以下の注意事項を守ってくだ

さい。 

※コロナ禍における各施設利用方法（各施設の上限人数、諸注意）については別途送付している

「新型コロナウイルス感染症における留意事項」P.3～4 をご確認ください。また、利用簿が設置

されている施設を利用した際は必要事項を必ず記入してください。 

 

 

mailto:jicakjv-kouza-v@jica.go.jp
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① 利用時間を守る（日課表参照） 

② 利用後には速やかに原状復帰を行い、常に整理整頓を保つ 

③ 私物を放置しない 

④ 汚損防止のため、ドア、壁等への張り紙は不可 

⑤ 暖房用の放熱板の上に腰かけたり、物を置いたりしない 

⑥ 節電、節水を心がける 

⑦ 電球等の消耗品交換や訓練所備品を破損した場合は速やかにスタッフルームに

連絡する 

⑧ 自動販売機の不具合は受付に連絡する 

 

（２）火気使用 

 訓練所の敷地内は原則として火気厳禁です。 

 

■火気使用願 

 特別な事情で火気の使用を必要とする場合、以下の通り所定の手続きを取ってくだ

さい。 

 スタッフルームに「火気使用許可願」を事前にメールにて提出する。提出締切

は使用日の 2 営業日前の 13:00（日・月曜日使用の場合は木曜日 13:00）。 

 火気使用の当日、開始前後に受付（内線 600）へ連絡すること。 

※火気使用に該当するか判断に迷う場合は必ずスタッフに相談すること。 

  

■喫煙所 

喫煙所（電子タバコを含む）は 1Fロビー裏にあります。利用時間（5:30～22:30）、コロ

ナ対策を厳守し、使用してください。 
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2-6-3 研修棟 

 

 語学等自己学習のための研修棟使用は認めます。使用にあたっては原則自身の語学

クラスを使用してください。 

 

（１）研修棟利用の際の注意事項 

 

施設 注意事項 予約 

語学教室 

 ※空き教室は自習室として利用可能。ただし、該

当教室のドアにある予約表に必要事項を記載の

上使用。 

 退出時には電化製品のプラグを抜きドアを開放

する。 

 使用箇所は退室時に清拭する。 

 楽器の演奏等禁止。 

 他の語学クラスの利用は禁止。 

○※ 

講堂  AV 機器の使用禁止 ○ 

体育館 
 体育館用シューズを着用（入口下駄箱の利用可） 

 使用後はモップで清掃 
○ 

小講堂 

森のステージ 

 ガラス、ピアノ破損防止のため、硬いボールの使

用禁止 

 AV 機器及び備え付けプロジェクターの使用禁止 

○ 

生活技法室 

 基本的に学習やミーティングでの使用を想定 

 調理器具の使用は不可 

 昼休みは語学講師の休憩所となる 

○ 

  

※利用時間（5:30～22:30）を守って利用してください。また、最終退出者は扉を開 

放し、窓の施錠、消灯、エアコン停止等を確認願います。 

  その他、各施設の注意事項は下表の通りです。「予約」欄に○印のある施設は予約 

優先になります。予約簿はスタッフルームにあります。 
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（２） 図書資料室 

 

■一般図書の閲覧 

 図書資料の閲覧は終日（5:30～22:30）可能です。 

 図書等の汚損防止のため、飲み物を持ち込む場合には蓋つきの容器（水筒等）を使

用してください。入室前後の手洗い・消毒を徹底してください。 

 

■隊員活動報告書の閲覧 

 図書資料室内の「隊員報告書検索システム」を用い、過去の JICA 海外協力隊の活

動報告書を自由に閲覧できます。 

 

■システムの利用法 

 「隊員報告書 閲覧可能」の札がついた PC を使用する 

 設置されている使用手順を熟読した上で責任をもって使用する 

 トラブルの際には内線 125 番へ連絡する 

 

■報告書の印刷について 

 報告書の PDF ファイルを直接開き、印刷を実行する 

 紙は各自で用意する 

 データでの複写には対応していない 

 

■図書資料の貸出・返却 

 図書資料は貸し出しができます。詳細は図書資料室に掲示している利用案内を確認

してください。 

また、「禁帯出」のシールが貼ってあるものに関しては、一時持ち出しの際はスタッ

フまで申し出てください。 

 

 

2-6-4 宿泊棟 

 

（１）宿泊棟全般 

 施設の防犯上、23:00～5:30 の間、宿泊棟から出ることはできません（施錠します）。

また、消灯（23:00）～5:30 まではみだりに居室外を出歩かないようにしてください。 

 1 号館談話室、2 号館洗濯場には掃除用具が備え付けられています。必要に応じて

利用してください。 
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（２）居室 

 安全管理上、他候補者の居室に出入りすることを厳禁とします。 

居室の清掃は各自の責任において行い、常に清潔を保ってください。 

居室に備え付けの物品（寝具、加湿器等）は、各自で管理してください。 

 暖房器具、アロマ、ドライヤー等電熱機器の使用は、電源容量の制約と火災防止の

ため禁止します。電球等の交換は受付へ依頼してください。 

 

（３）談話室・和室 

 宿泊棟各フロアの談話室はコロナ対策を厳守した上で利用できます。 

  

（４）洗濯室・乾燥室 

 利用時間を守って使用してください（日課表参照）。 

 乾燥室の除湿機は、常にスイッチを入れた状態にしておいてください。 

 

（５）浴室 

 入浴についてはコロナ対策のため、時間入れ替え制となります。詳しくは、別途説

明します。 

使用後は洗面器やイスを元の場所に戻し、常に整理整頓に努めてください。私物放

置は禁止します。 

 私物のドライヤーは使用可能です。 

 

（６）シャワールーム 

 体育館横のシャワールームは常時お湯が出ます（お湯になるまで時間がかかりま

す）。コロナ対策に十分配慮し使用してください。利用時間は 6:00～22:20 です（毎

日使用可）。シャンプーやタオル等の私物は放置しないようにしてください。 

 

（７）リネン交換 

 リネン交換は毎週火曜日 5:30～22:20 に各自で行ってください。 

 衛生管理上、リネン（シーツ、布団カバー等）は必ず利用してください。利用しな

かった場合には寝具のクリーニング代を請求することがあります。 

 

【リネンの受け取り場所・返却場所】 

 １号館 ２号館 

受け取り ２Ｆ リネン室 ５Ｆ リネン室 

返却 １Ｆ １０７号室 ４Ｆ 4C/4D 談話室前 
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2-6-5 食堂（食事） 

 

（１）平日の食事 

 原則として毎食必ず食堂で摂ってください。公費で賄われていること、フードロス

防止の観点から、無断欠食は厳に慎んでください。 

 食中毒防止のため、飲食物や食器類の食堂からの持ち出し及び持ち込みを禁止しま

す。 

 

（２）週末の食事 

土曜・日曜の朝食と昼食については事前申請により欠食の手続きができます。毎週

水曜日の 13:00 までに「欠食届」を申請してください。申請方法は追って説明します。

締切り後の取消・追加は、食材準備の都合上対応できません。また、夕食は必ず食堂

で摂ってください。 

 

（３）欠食手続き 

 体調不良等やむを得ない事情で食事が摂れない場合は、事前に診療室もしくはスタ

ッフルームに連絡してください。 

 

（４）その他の留意事項 

食事時間は厳守し、必ず終了 10 分前までには食堂に入るようにしてください。 

黙食を実施してください。食事がすんだら、速やかに食堂から退出してください。 

 

2-6-6 無線 LAN / ポケット型 WiFi 

 赴任国、活動手法、語学等の情報収集に資することを目的として、館内に無線 LAN

が整備されています。 

 利用状況あるいは設備の稼働状況により繋がりにくい、または繋がらないこ

とがあるため、スケジュールに余裕をもって利用してください。 

 ウイルス対策を含む情報セキュリティー対策を各自で確実に実施してくださ

い。 

 利用場所は宿泊棟 各談話室、および研修棟 各語学教室です。 

 パスワードは別途オリエンテーションでお伝えします。 

なお、回線の混雑を避けるため、各班ごとにポケット型 WiFi を貸与しています。

運用・管理方法については各班で話し合って決めてください。 
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2-6-7 LMS コミュニティ/カリキュラム 

 訓練所からの各種お知らせ、各種申請書類や講座資料はは LMS を利用します。LMS

は、『コミュニティ』と『カリキュラム』という二つの機能で構成されており、以下の

ように使い分けをしています。 

機能名 具体的な用途 

コミュニティ 訓練所からのお知らせ、各種申請用紙、選択講座一覧、 

各種 Forms リンク（振り返りシート、アンケート） 

訓練の手引き、国別概要、課題別ナレッジシアリング 

語学（教材・音声ファイル） 

カリキュラム 講座・オリエンテーションでの投影資料（ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ資料） 

講義レジュメ、参考資料 

 

●コミュニティログイン方 

①【ウェルカムページ】→【コミュニティ】をクリック    

②駒ヶ根訓練所 2022 年度 2 次隊派遣前訓練を

クリック  

 

 

 

 

 

 

 

③トピックを選択  
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④トピック（各種資料格納先） 『01.毎日確認 PDF』を確実に確認 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊過去資料は検索機能のご利用が便利です。 

 

 

 

 

 

←キーワード『講座名や

行事名など入力』 
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●カリキュラムログイン方 

①【ウェルカムページ】→【学習者ホーム】をクリック 

 

 

 

②学習を検索の欄に『2022 年度 2 次隊派遣前訓練』と入力・検索 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③検索結果に表示されます。 
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④カリキュラムの構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊2 回目以降はホーム画面に表示されます 
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2-6-8 プリンタ・コピー機等 

（１）プリンタ 

 候補者用のプリンタを宿泊棟 2 ヶ所に設置しています（これら以外のプリンタは業

務用です）。利用は無料ですが、用紙は各自で準備してください。 

 

■設置場所 

4B 談話室／1A 談話室 

 

■注意事項 

 トナー切れまたはトラブルが発生した際は、スタッフルームまで報告してく

ださい。 

 設置されている USB ケーブルで各自の PC に接続して利用します。 

 プリンタドライバをメーカーのウェブサイトから各自ダウンロードし、イン

ストールしてください。 

 

ドライバダウンロード  インストール方法解説 

 

 

 

DocuPrint 3200 d : ダウンロード : 富士フイ

ルムビジネスイノベーション (fujifilm.com) 
 

プリンタードライバーを手動にて追加する方

法について : ダウンロード : 富士フイルム

ビジネスイノベーション (fujifilm.com) 

 

（２）スキャナ 

 スキャンした文書を USB、SD メモリカード等に直接保存できます。スマートフォ

ン等を無線 LAN で接続することも可能です。詳細は取扱説明書（本体脇に設置）を

参照してください。 

 

■設置場所 

1A 談話室、4B 談話室 

■注意事項 

 コピー、プリンタとしては利用不可（インクの補充はありません）。 

 

（３）コピー機 

 コイン式のコピー機を 2F ロビーに設置しています。故障、用紙切れの際は受付へ

https://www.fujifilm.com/fb/download/docuprint/3200d
https://www.fujifilm.com/fb/download/docuprint/3200d
https://www.fujifilm.com/fb/download/info/manual_inst.html
https://www.fujifilm.com/fb/download/info/manual_inst.html
https://www.fujifilm.com/fb/download/info/manual_inst.html
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連絡してください。 

 

（４）シュレッダー 

 4B 談話室に設置しています。シュレッダー屑が一杯になった場合は、ピロティ（講

堂の真下）の資源ゴミ置き場に出してください（詳細は説明用紙を設置しています）。 

 

2-6-9 郵便物・宅配便 

（１）受け取り 

 通常の郵便物、書留、元払いの宅配便は訓練所での受け取りが可能です。仕分けの

都合上、宛先は次のように記載してもらってください。 

〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂 15 JICA 駒ヶ根 

  隊次 20XX-X ○班（生活班） ○○○○（本人名）宛 

TEL. 0265-82-6151 

 

 受け取り方法は郵便物等の種類によって異なります。詳しくは下表を参照してくだ

さい。 

 着払い、代金引換、受取人氏名が明記されていない郵便物等は対応できないため、

返送します（酒類についても同様）。個別の集荷等は受付の業務に支障を来すため、

対応できかねます。 

【郵便物等の受け取り方法】 

種類 通知方法 受け取り場所 

通常郵便物 （個別の通知なし） 全体日直室前 班別郵便ボックス 

書留扱郵便物 玄関設置の外出確認ボ

ードでお知らせします 

スタッフルーム 

小包・宅配便 受付 

 

（２）発送 

 通常の郵便物は受付横の郵便ポストから発送できます。切手等は各自で用意してく

ださい。 

 宅配便については、着払いに限り受付からの発送が可能です。但し、9 月 5 日（月）

17:30 で受付を締め切ります。 

 

2-6-10 物品の貸出 

 

 訓練所内の物品の借用を希望する場合、スタッフルームにて貸出手続きを行ってく

ださい。 
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2-6-11 出張販売等 

 週に 1 回ないし 2 回、外部業者による出張販売等が予定されています。 

 

【出張販売スケジュール】 

 実施日：火曜日 クリーニング 

    （隔週）水曜日  菓子類（市内福祉施設から） 

金曜日 雑貨・文具 

 時 間：12:20～12:55 

 場 所：1F ロビー／玄関横スペース 

 

 日程・場所は行事等の都合により変更することがあります。その際はメール・館内

放送等にて案内します。 

 

2-6-12 面会 

 訓練所内での外部者の面会は原則禁止です。 

（注）新型コロナウイルス感染防止のため、訓練所外で外部者と面会する場合で

も、状況が改善しない限り会食は厳に避けてください。また、新型コロナウイル

ス感染症の拡大により、政府・自治体から外出制限や行動制限などの要請が出さ

れた場合は、それに従っていただきます。 

 

2-7 困った時は                          

2-7-1 忘れ物・落し物 

 館内の忘れ物、落し物は全体日直室の「忘れ物ボックス」に入れてください。ただ

し、貴重品はスタッフルームへ届けてください。 

 「忘れ物ボックス」の中身は毎週水曜日の全体日直引き継ぎ時に処分しますので、

心当たりがあれば速やかに確認してください。 

 

2-7-2 施設・設備の不具合 

 施設・設備の不具合を発見した場合は、下表のとおり速やかに報告してください。

他の候補者・利用者のためにも、放置しないようお願いします。 

 

【不具合の報告先】 

施設・設備 報告先 

プリンタ、体育用品 スタッフルーム 

自動販売機、コピー機、その他設備・備品 受付 
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2-7-3 よろず相談室 

 訓練中に直面するストレスや赴任にあたっての心配事・悩みなどを抱えている候補

者に対する個別相談を秘密厳守で受け付けています。研修棟 1F よろず相談室入口ド

アに設置の予約表で匿名の予約が可能です。また、他に予約がなければ、当日予約な

しの相談もできます。 

 

【訓練生活全般に関する「よろず相談」】 

 相談員：北原 美喜子（きたはら みきこ） 

 日 時：原則として毎週月・木曜日 18:00～21:00 

   ※日程表（別紙）で来所日を確認すること。 

 場 所：よろず相談室（図書資料室斜め向かい） 

 

2-7-4 ハラスメント相談窓口 

 訓練所内で起きた各種ハラスメントに関し、相談窓口を設けています。 

【相談方法】 

＜面談＞ 

 直接、ハラスメント相談員と面談できます。 

＜相談用紙＞ 

相談用紙は LMS コミュニティ（P.27）にあります。相談内容を記載し以下のアド

レスに連絡してください。 

メールアドレス：kjvkenko@jica.go.jp 

その後、相談員が電話またはメールで詳細を確認させていただきます。相談は原則、

実名のみ対応します。 

 

【ハラスメント相談員】 

 加藤総括（内線 130）／診療室 藤井スタッフ（内線 156） 

 ／飯塚課長（内線 110） 

 

2-7-5 協力隊相談ライン 

 JICA 関係者（候補者含む）によるコンプライアンス（法令等遵守）又は内部規定に

違反する行為のうち、ボランティア事業にかかる事案のご相談に関し、協力隊相談ラ

インを設けています。 

 

TEL：03-5226-9817 

メールアドレス：jocv_sodan@jica.go.jp 

 TEL 受付時間：平日 9:30～12:00 および 13:30～17:30（土日祝日を除く） 

mailto:kjvkenko@jica.go.jp
mailto:jocv_sodan@jica.go.jp
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2-7-6 内部通報制度について 

 JICA（JICA の業務に従事する場合における役職員等、代理人その他の者も含む）

についての法令又は内部規定等に違反する行為（当該法令等違反行為が生じるおそれ

のある場合を含む）に関して内部通報窓口を設けています。 

 

【内部通報窓口】 

メールアドレス： jicama-tsuho@jica.go.jp 

封書宛先：〒102-8012 東京都千代田区二番町 5-25 二番町センタービル 

       独立行政法人国際協力機構 監査室 内部通報受付管理者

  

 

 

mailto:jicama-tsuho@jica.go.jp


2-8 診療室関連                               

2-8-1 訓練中の健康管理 
 

 

（１）JICA 海外協力隊健康管理システム 

JICA では、各ボランティアが派遣期間を通じて心身ともに健康な状態で

業務を遂行できるよう、様々な側面から健康管理支援を行っています。その

支援は、派遣前～後を通じて JICA 本部にあります健康管理室が統括して行

っています。 

     しかしながら、ボランティアとして任国で活動するなかで重要なことは、 

「健康は自分自身で管理し守ること」です。 

訓練中から派遣後の生活を想定し、自己管理意識を高めていきましょう。 

（２）訓練所診療室の役割 

「各候補者の健康管理能力の向上」 

①派遣へ向けての支援 

（健康相談、予防接種、健康管理講座、オリエンテーション等） 

②訓練中の怪我･病気の対応、健康管理室、協力隊事務局との連絡･調整 
 

※ 訓練中に病気や怪我が発生した場合  
 

治療が長引き訓練に支障をきたす場合は、健康管理室顧問医に報告・相談いたし

ます。顧問医の診断をもとに、訓練継続の可否、派遣の延期・中止に関しては、「青

年海外協力隊事務局が決定する」ということを理解しておいてください。 

健康管理室顧問医からは、医療レベル、住環境が厳しい国で 2 年間の活動が可能

なのかを基準とした診断が出ます。外部医療機関の診断結果と異なることもありま

す。 

 

※ 未申告や虚偽の報告をしていることが発覚した場合 

 

①幼少期から入所までの間に発生した「病気や怪我」等、未申告かつ重大な傷病が

発覚した場合。 

②選考時に提出した「健康診断」又は「問診票」、入所前に訓練所へ送付した「予

防接種及び健康に関する問診票」に虚偽の申告をしていた事が発覚した場合。 

健康管理室、青年海外協力隊事務局に報告いたします。傷病が任国での活動に係

ると判断された場合は、派遣の可否が判定されます。 

 

2-8-2 傷病の予防と早めの対処 
 

（１）予防  

①訓練生活のリズムをつかむ 

・時間の使い方の工夫、適度な運動、質の良い睡眠、バランスの良い栄養 
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②ストレスとうまくつきあう  

・ストレスは当たり前、気分転換、頑張り過ぎない 

③病気や怪我の予防と早めの手当て  

・健康状態把握、基礎免疫維持、体温測定習慣、自己管理行動の徹底    

  

 新型コロナ流行下での訓練中は、新型コロナ感染対策留意事項（ガイドライ

ン）に基づき行動してください。体調不良を感じたら居室に待機し診療室に連絡

してください。 

 

（２）対処法 

①診療室へ報告をする。 

平日 0265-82-6152  （8:30～17:45 ） 

夜間/土日 080-1361-4421 

②自身の応急セットで対応。 

発熱－持参の解熱・鎮痛剤で発熱のコントロール。 

 ケガー流水、石鹸等で傷口を洗い、止血。 

*薬は市販薬でも他の人への譲渡はしない。 

自分に効果がある薬でも、他の人にも効果があるとは限らず、アレルギーの要

因となりえます。 

診療室には医薬品の保管はありません。必要に応じ医療機関を紹介します。 

  ③嘔吐処理セットの配置 

   1 号館：1F,2F（給湯室のある談話室） 

   2 号館：4F,5F（給湯室のある談話室） 

 

 

（３）病気、怪我（歯科治療含む）で課業欠席する場合 

①課業欠席、医療機関受診相談は診療室に連絡する。 

受診後は、必ず受診結果を診療室スタッフへ報告してください。 

欠席届、受診届を以下のアドレスに送付する。 

メールアドレス：jicakjv-kouza-v@jica.go.jp 

また、班長・クラスメイトへ欠席の旨を連絡する。 

②受診は緊急時を除き、課業を優先に考えて受診時間を決めてください。 

注意事項： 

・課業中の怪我については、「JICA 災害補償制度」により補償されます。 

・ただし、受傷の状況によっては補償対象外になる場合もあります。 

課業外の病気や怪我等については、保険診療による自己負担となります。 

 

2-8-3 予防接種    
 

（１）予防接種について 

①入所前に提出した「予防接種同意書」をもって訓練中・在外で接種するす
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べてのワクチン接種に承諾したものとします。 

②接種ワクチンの種類については、派遣国、入所前に提出した「予防接種及

び健康に関する問診票」と JICA 基準に基づき個別に通知しています。 
 

（２）訓練中のワクチン接種回数と対象国 

※ワクチン接種回数は、過去の接種歴により異なります。 

※次にある表は駒ケ根訓練所入所者の対象国のみを記載しています。 

 

 接種回数 対象国 

A 型肝炎 2 回 全派遣国 

B 型肝炎 2 回 全派遣国 

破傷風 1～2 回 全派遣国 

狂犬病 3 回 大洋州・その他一部地域を除く派遣国 

日本脳炎 1～2 回 ブータン・インド・スリランカ 

ポリオ（不活化） 1～2 回 
ベナン・カメルーン 

ガボン・セネガル・ウズベキスタン 

髄膜炎 55 歳までの方１回 ベナン・カメルーン・ガボン・セネガル 

   

（３）実施場所 

指定された月または火曜日の指定された時間に講堂へ集合してくださ

い。講堂前室の予防接種ブースで実施します。 

 

（４）注意事項 

①講堂集合時 

・「個人ワクチンスケジュール」、「Health & Medical Record」を持参し

てください。 

・ID、袖が肩まで上がる服装（半そで T シャツ）を着用してください。 

②ワクチン接種中 

・写真撮影､私語は禁止です。 

・待ち時間､終了後は語学自習となります。 

③ワクチン接種後 

・接種後、30 分間は講堂で安静にしてください。 

・注射部位にじんましんや赤く腫れた場合は、冷やしてください。 

・疲れにより副反応が出やすくなるので、接種当日「激しい運動」や「注

射部位をこする」「飲酒」等は避けてください。 

・発熱がなければ入浴は差し支えありませんが、長湯は控えてください。 

・強い副反応がみられたら、必ず巡回スタッフ、診療スタッフへ報告して

ください。 
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